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令和９年度（令和８年度実施） 

青森県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項 

青 森 県 教 育 委 員 会 

受 付 期 間  令和８年４月３日(金)〜令和８年５月 11日(月) 

第一次試験  令和８年７月 11日(土) 

第二次試験  令和８年８月 29日(土)、令和８年８月 30日(日) 

※ 自然災害等による選考試験に関わる緊急対応について、県教育委員会ホームページや教員採用公式

Ｘに掲載しますので、受験者はこまめにチェックしてください。 

県教育委員会ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/kyousai.html) 

県の教員採用公式Ｘ(https://x.com/Aomori_kyoin) 

 
 

【令和９年度青森県公立学校教員採用候補者選考試験の変更点について】 

① 大学３年生を第一次試験の受験対象とする特別選考を実施します。 

② 小学校及び特別支援学校小学部の実技試験（音楽・体育）を廃止します。 
 
 
 
Ⅰ 選 考 方 針 

青森県公立学校の教員として求めるものは、広い教養、充実した指導力、心身の健康、教育者としての使命

感・意欲、組織の一員としての自覚・協調性、児童生徒に対する深い教育的愛情等、教員としての資質・能

力・適性を有することはもちろん、得意分野をもつ個性豊かで人間性あふれる人材です。 

このような人材を教員として採用することを目的として、筆記試験・実技試験・集団討論・個人面接等を実

施し、選考基準を定め選考を行います。 

 
Ⅱ 校種、教科（科目）及び採用見込数等 

 選考試験は、一般選考と特別選考（スポーツ、障がい者、社会人、幼稚園教諭、大学３年生）を行います。

中学校、高等学校及び特別支援学校（中学部・高等部）教諭については、下記の教科（科目）を募集します。

受験資格を有する者は、いずれか１つの校種等・教科（科目）に限って出願できますが、一般選考と特別選考

の併願及び特別選考の２つ以上の区分の併願はできません。 

 なお、小学校・中学校・高等学校と特別支援学校との併願については、10 ページⅥ 小学校・中学校・高
等学校と特別支援学校との併願をご覧ください。また、特別選考については、11 ページⅦ 特別選考をご覧
ください。 

校 種 等 教 科 （ 科 目 ） 採用見込数 

小学校教諭  約 140 人 

中学校教諭 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語 約 105 人 

高 等 学 校 

教 諭 

国語、公民、地理歴史、数学、物理、化学、生物、地学、音楽、美術、書道、 

保健体育、家庭、英語、商業、農業（作物・園芸・食品化学)、農業（林業・造園）、 

工業（電気・電子）、工業（建築）、工業（土木)、工業（機械)、水産（水産食品)、 

水産（海洋生産)、看護、福祉、情報 

約 50 人 

特 別 支 援 

学 校 教 諭 

小学部  

約 35 人 
中学部 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語 

高等部 
国語、公民、地理歴史、数学、物理、化学、生物、地学、音楽、美術、 

保健体育、家庭、英語、農業（作物・園芸・食品化学 )、情報 

養 護 教 諭  約 5 人 

栄 養 教 諭  若干名 

※ 特別選考の採用見込数は上記の採用見込数に含まれます。 

※ 小学校、中学校には義務教育学校が含まれます。  

〈県教育委員会      〈教員採用公式Ｘ〉 

ホームページ〉 
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Ⅲ 受 験 資 格 

１ 昭和 42 年４月２日以降に生まれた者（令和９年４月１日現在の年齢が 60 歳未満の者） 

２ 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条及び学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第９条の各号

に該当しない者 

３ 令和８年 12 月 25 日施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者ではな

い者 

※ こどもと接する業務に従事するに当たっては、同法に基づき、特定性犯罪の前科

の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

詳細は、県教育委員会のホームページを確認してください。 

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/tokutei_seihanzai.html) 
 

４ 受験する校種等及び教科（科目）に相当する教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に規定する普通

免許状を有する者又は令和９年４月１日（大学３年生特別選考受験者については、令和 10 年４月１日）ま

でに当該普通免許状を取得する見込みの者 

  注）１ 特別支援学校受験者については、小・中・高各相当の校種・教科（科目）の普通免許状 

     （特別支援学校教諭免許状を有していない者については、採用後できるだけ早い時期に取得する必要

があります。） 

２ 次の場合は、普通免許状を取得する見込みとはみなしません。 

① 令和８年度教員資格認定試験を受験し、各校種の普通免許状を取得しようとする場合 

② 令和８年度に実施される保健師国家試験を受験し、養護教諭普通免許状を取得しようとする場合 

３ 社会人特別選考については、11～13 ページⅦの表に掲げる受験資格を満たしている場合、当該普

通免許状を有しなくても受験できますが、特別免許状の授与を受ける必要があります。 

４ 幼稚園教諭特別選考については、11～13 ページⅦの表に掲げる受験資格を満たしている場合、当

該普通免許状を有しなくても受験できます。（合格後の採用延期については 14 ページⅨ-３⑵参照） 

５ 中学校教諭免許状保有者が小学校教諭又は特別支援学校小学部教諭を受験する場合、当該普通免許

状を有しなくても受験できます。（合格後の採用延期については 14 ページⅨ-３⑵参照） 

６ 日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師となります。 

 

Ⅳ 出 願 方 法 

１ 出願の受付 

  下記受付期間内に「青森県電子申請・届出システム」を利用し、電子申請により

出願してください。 

 【受付期間】令和８年４月３日(金)午前９時〜令和８年５月 11 日(月)午後５時 

 ※ システムメンテナンス時を除く。 

 【出願ページ】https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21144 

【出願時の注意事項】 

※ 受付期間後の出願は、受け付けできませんので、必ず期間内に出願を完了してください。５月 11 日

(月)午後５時までに出願の申込みが完了していない場合は、理由のいかんによらず受験はできませんの

で、時間に余裕をもって申込みをしてください。 

※ 電子申請が完了すると、整理番号(数字 12 桁)及びパスワードが付与され、メールで通知されます。 

※ 受験願書、写真票、受験票及び調書が PDF ファイルで出力できますので、各自で PDF ファイルを保存

の上、受験票及び調書のみ印刷してください。 

※ 電子申請により出願することができないやむを得ない事情がある場合は、４ 添付書類提出先・問合

せ先へ連絡してください。 

 

２ 添付書類の提出 

⑴ 添付書類 

   ・ 一般・教職教養試験、専門教科試験の免除に必要な書類（５～６ページＶ−１⑸の表に掲げる免除要

件を満たす者） 

・ 加点申請書（７ページＶ−１⑺の表に掲げる加点要件を満たす者） 

※ 特別選考受験者は別途提出書類があります。（11～13 ページⅦ参照） 

 

 

 

 

(青森県電子申請・届出 

システム 出願ページ） 

(県教育委員会ホームページ) 
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⑵ 提出期限 

    令和８年５月 18 日(月) 

  ※ 添付書類を提出しただけでは出願したとは認められませんので、必ず出願の受付期間内に電子申請を

済ませてください。 

⑶ 提出方法 

郵送のみ（持参不可） 

※ 封筒の表面には朱書きで「一般選考」又は「特別選考」と記載の上、校種・教科（科目）・整理番号

(数字 12 桁)を記載してください。また、裏面には住所・氏名を記載してください。 

 

３ 受験票及び調書の作成 

受験票（受験番号及び試験会場を記入したもの）及び調書（必要事項を記入した

もの）は、第一次試験日当日に持参してください。 

なお、受験番号及び試験会場については、６月 22 日(月)（予定）に県教育委員会

ホームページに掲載します。各自で電子申請の出願完了時に付番された整理番号を

もとに、対応する受験番号及び試験会場を確認し、受験票に記入してください。 

 

４ 添付書類提出先・問合せ先 

出願する校種等 添付書類等提出先・問合せ先 電 話 番 号 住   所 

小 学 校 教 諭 

青森県教育庁教職員課 

小中学校人事グループ 
017-734-9894 

〒030-8540 

青森市長島一丁目１番１号 

中 学 校 教 諭 

養 護 教 諭 

栄 養 教 諭 

特別選考(全校種) 

高 等 学 校 教 諭 
青森県教育庁教職員課 

高等学校人事グループ 
017-734-9881 

特別支援学校教諭 
青森県教育庁学校教育課 

特別支援教育推進室 
017-734-9882 

 

５ 留意事項 

 ⑴ 受験する校種・教科（科目）及び試験地（青森県・東京都）について、出願後の変更は認めません。 

⑵ 提出書類は返却しません。 

  ⑶ 提出書類や申告内容に虚偽があった場合は、受験資格及び採用を取り消します。 

  

(県教育委員会ホームページ) 
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Ⅴ 一般選考試験の内容 

 １ 第一次試験 

⑴ 試 験 日  令和８年７月 11 日(土) 

⑵ 試験会場  第１会場  青森県総合学校教育センター（青森市大矢沢字野田 80−２） 

第２会場  青森県立青森商業高等学校 （青森市戸山字安原７−１） 

第３会場  青森県立青森工業高等学校 （青森市馬屋尻字清水流 204−１） 

第４会場  都道府県会館       （東京都千代田区平河町二丁目６−３） 

⑶ 試験の内容 

    筆記試験 

① 一般・教職教養試験……一般教養及び教職教養における知識、理解力、思考力等に関する資料を 

（マークシート方式）  得るため、一般・教職教養試験を行う。 

② 専門教科試験……受験校種・教科(科目)の教諭、養護教諭又は栄養教諭として必要な知識、理解 

（記述式）    力、思考力等に関する資料を得るため、専門教科試験を行う。 

③ 特別支援教育に関する事項……特別支援教育に関する知識、理解力等に関する資料を得るため、 

（記述式）            当該事項についての試験を行う。 

    ※ 特別支援教育に関する事項は、特別支援学校教諭受験者及び併願希望者のみ受験する必要があり

ます。 

    ※ 筆記試験問題は持ち帰りとします。また、令和８年７月 31 日（金）（予定）に解答例を県教育委

員会ホームページに掲載します。 

⑷ 日 程 等 

 

 

 

 

 

 

※ 試験当日は、各自の試験開始 15 分前(特別支援学校教諭出願者及び併願希望者は９時 40 分､それ以外

の出願者(専門教科試験が免除の者を除く｡)は 10 時 35 分又は 12 時 25 分)までに試験室に入室してくだ

さい｡ 

※ 集合時刻に遅れた場合は、受験を認めない場合があるので、時間を厳守してください。 

※ 栄養教諭の受験者のうち、一般教養の試験が免除となる者については、試験時間は 10：50〜11：25

となります。 

 

 

  

     日時 

 

校種等 

７月 11 日(土) 

9:55 

～10:25 

10:50 

～11:50 

11:50 

～12:30 

12:40～14:30（小学校） 

12:40～14:10（小学校以外） 

小 学 校 
【併願希望者のみ】 

特別支援教育 

に関する事項 

※

一

般

・

教

職

教

養 

昼

食 
 

専門教科 

国語・社会・算数・理科・生活・ 

音楽・図画工作・家庭・体育・英語 

中 学 校 専門教科 

専門教科（科目） 高等学校 

特別支援 

学 校 

特別支援教育 

に関する事項 
小学校・中学校・高等学校と同じ 

養護教諭   養護一般 

栄養教諭   栄養一般 
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⑸ 試験の免除 

以下のいずれかの要件を満たす者は、一般・教職教養試験、専門教科試験又は

その両方が免除となります。 

該当者は、下記の書類を２ページⅣ-２により提出してください。職歴証明書及

び講師等勤務歴申告書は県教育委員会ホームページからダウンロードできます。 

第一次試験当日に持参する書類は、７ページⅤ-１⑼を確認してください。なお、第一次試験が免除と

なる者は、令和８年７月 13 日（月）までに３ページⅣ-４の提出先へ７ページⅤ-１⑼の提出物を郵送し

てください。 

 

区分 免除要件 

免除内容 出願と合わせて 

提出する書類 

（期限：５月 18 日(月)) 
一般・教職 

教養試験 

専門教科 

試験 

① 
本県の現職

教員 

 令和８年５月11日(月)時点で、現に本県
の公立学校の県費負担である教諭又は養護
教諭である者 

※ 栄養教諭の受験者のうち、現に本県の

教育委員会事務局、学校以外の教育機関

又は公立学校において、主任栄養士又は

栄養士である者は、一般・教職教養試験

のうち一般教養の試験が免除となりま

す。 

免除あり 
免除なし 

（要受験） 
なし  

② 

他都道府県

等の現職教

員等 

 現に国立学校又は他都道府県等の公立学

校において正規の校長、副校長、教頭、主

幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養

教諭であり、令和９年３月 31日時点で３年

以上の経験（任期付又は臨時的任用である

者を除く。）を有する者 

なお、３年以上の経験は、原則として受

験する校種・教科（科目）と同じである必

要があります。また、特別支援学校受験者

は、原則として受験する学部において３年

以上の経験を有する必要があります。 

免除あり 免除あり 職歴証明書 

③ 

本県又は他

都道府県等

の元教員等 

過去 10 年（平成 28 年４月１日から令和

８年３月31日まで）の期間内に本県又は他

都道府県等の国立学校又は公立学校におい

て正規の校長、副校長、教頭、主幹教諭、

指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭とし

て、引き続いて３年以上の経験（任期付又

は臨時的任用であった期間を除く。）があ

った者 

なお、３年以上の経験は、原則として受

験する校種・教科（科目）と同じである必

要があります。また、特別支援学校受験者

は、原則として受験する学部において３年

以上の経験を有する必要があります。 

免除あり 免除あり 

職歴証明書 

 

※本県の元教員等

の場合は、提出不

要。 

④ 
本県講師等

の経験者 

 本県の国立学校又は公立学校の講師（任
期付・臨時）又は養護助教諭として、令和
３年４月１日から令和８年５月 31日までに
24 月以上の経験を有する者 
 

※ 経験月数については、１日でも任用の
あった月を１月として計算します。ま
た、講師等勤務歴申告書について、申告
内容が事実と異なる場合、又は資格要件
を満たさないことが判明した場合は、採
用内定を取り消すことがあるので、内容
をよく確認して申込みしてください。 

免除あり 
免除なし 

（要受験） 

講師等勤務歴申告

書 

※青森県内の国立

学校及び市町村

費の講師又は養

護助教諭は、職

歴証明書も添付

すること。 

(県教育委員会ホームページ) 
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区分 免除要件 
免除内容 出願と合わせて 

提出する書類 

（期限：５月 11 日(月)) 

一般・教職 

教養試験 

専門教科 

試験 

⑤ 

教職大学院

の 

修了(見込)

者 

 国内の教職大学院を修了した者又は国内

の教職大学院に在学中の者 
免除あり 

免除なし 

（要受験） 

教職大学院を修了

した者は修了証明

書 

教職大学院に在学

中の者は在学証明

書 

⑥ 

前年度実施

試験の第一

次試験通過

者（現に講

師等に任用

されている

者） 

ア 令和７年度実施の教員採用試験一般選

考において、第一次試験を通過し、か

つ、第二次試験を受験したものの、第二

次試験を通過しなかった者のうち、令和

７年度実施の教員採用試験と同一の校

種・教科（科目）等を受験する者 

イ 令和８年５月11日(月)時点で、現に本

県の国立学校又は公立学校の講師（任期

付・臨時）又は養護助教諭として任用さ

れている者 

 

上記ア及びイのいずれにも該当する者 

免除あり 免除あり 

なし 

※青森県内の国立

学校及び市町村

費の講師又は養

護助教諭は、職

歴証明書を提出

すること。 

⑦ 
英語の資格

保有者 

 中学校及び高等学校（特別支援学校中学

部及び高等部を含む｡）英語受験者のう

ち、以下の表に該当する資格を有する者 

免除なし 

（要受験） 
免除あり 

資格(スコア)を証

明する書類の写し 

 

〈上記⑦の免除要件〉 

対 象 校 種 

資  格  等（いずれかを有する者を対象とする｡) 

実用英語技能

検 定 試 験 
TOEIC TOEFL PBT TOEFL CBT TOEFL iBT 

中学校 

特別支援学校中学部 
準１級以上 730 点以上 550 点以上 213 点以上  80 点以上 

高等学校 

特別支援学校高等部 
１級 860 点以上 600 点以上 250 点以上 100 点以上 

 

⑹ 特別支援教育に関する事項の免除 

特別支援学校受験者で、５ページⅤ−１⑸の表の②他都道府県等の現職教員等、③本県又は他都道府県

等の元教員等又は⑥前年度実施試験の第一次試験通過者に該当し、第一次試験において一般・教職教養試

験及び専門教科試験が免除となる者は、特別支援教育に関する事項が免除となります。  
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⑺ 専門教科試験への加点 

複数免許状を有する受験者及び司書教諭の資格を有する受験者で、以下の加点

要件を満たす場合は、専門教科試験に加点します。 

該当者は、加点申請書を県教育委員会ホームページからダウンロードし、２ペ

ージⅣ-２により提出してください。 

なお、加点の対象となる普通免許状の写し等については、第二次試験当日に持参してください。 

※ 令和９年３月 31 日までに加点対象の「普通免許状」又は「司書教諭講習修了証書」を取得できない

場合は、採用内定を取り消すことがあるので注意してください。 

対象となる校種・教科 加 点 要 件 加 点 

小学校 

特別支援学校小学部 

左記対象校種の受験者のうち、中学校教諭又は高等学校

教諭の「数学」「理科」「英語」のいずれかの普通免許状

を有する者又は取得する見込みの者 

15 点 

中学校 

特別支援学校中学部 

音楽 

美術 

保健体育 

技術 

家庭 

左記対象校種・教科の受験者のうち、受験教科のほかに

中学校教諭の普通免許状を有する者又は取得する見込み

の者 

５点 

高等学校 情報以外 

左記対象校種の受験者のうち、受験教科のほかに高等学

校教諭「情報」の普通免許状を有する者又は取得する見

込みの者 

５点 

高等学校 国語 

左記対象校種・教科の受験者のうち、受験教科のほかに

高等学校教諭「書道」の普通免許状を有する者又は取得

する見込みの者 

５点 

小学校 
特別支援学校教諭普通免許状を有する者又は取得する見

込みの者 

15 点 

中学校 

高等学校 
全教科 ５点 

小学校 

特別支援学校小学部 

司書教諭の資格を有する者又は取得する見込みの者 

10 点 

中学校 

高等学校 

特別支援学校中学部 

特別支援学校高等部 

全教科 ３点 

 
⑻ 当日持参すべき物 

① 受験票（受験番号及び試験会場を記入したもの） 

② 筆記用具 

③ マークシートで使用するＨＢの鉛筆３本以上 

④ 定規（目盛付き）、コンパス（中学校技術及び特別支援学校中学部技術受験者は、定規は三角定規一

組（目盛付き）も持参する。分度器及び分度器付き定規は使用不可。） 

⑤ 上履・靴袋（第１会場及び第４会場の受験者は不要。） 

⑥ 昼食 

⑦ 時計（計時機能のみのものとし、スマートウォッチは不可。第４会場には時計がない場合があるた

め、必ず持参すること。） 

⑼ 当日受付で提出すべき物 

次の書類を作成の上、当日持参し提出してください。 

    なお、第一次試験が免除となる者は、令和８年７月 13 日(月)までに３ページⅣ−４の提出先へ郵送して

ください。 

① 第一次試験結果通知用封筒１部（長形３号） 

※ 必ずのり付き封筒（両面テープを貼付した封筒も可）としてください。 

※ 封筒には 110 円分の切手を貼り、表面に「親展」と朱書きした上で、郵便番号・住所・氏名

（「様」も記入する。）と左下に受験校種、教科（科目）及び受験番号を記入してください。 

② 調書（電子申請での出願申込み時に受験票と一緒に出力されます。） 

 

  

(県教育委員会ホームページ) 
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⑽ 結果の通知 

    令和８年８月７日(金)（予定）に各受験者宛て通知するとともに、県教育委員会ホームページに第二次

試験受験対象者の受験番号を掲載します。 

    なお、次の項目を各受験者宛て通知に記載するため、試験結果の口頭による開示は行いません。 

① 筆記試験の得点 

② 一般・教職教養試験のランク 

③ 受験校種・教科（科目）ごとの専門試験（特別支援教育に関する事項を含む｡）のランク 

④ 総合ランク 

 

 ２ 第二次試験 

⑴ 試 験 日  令和８年８月 29 日(土)、30 日(日) 

⑵ 試 験 会 場  第１会場  青森県立青森高等学校  （青森市桜川八丁目１−２） 

第２会場  青森県立青森西高等学校 （青森市大字新城字平岡 266−20） 

第３会場  青森県立青森中央高等学校（青森市東大野一丁目 22−１） 

⑶ 試験の内容 

① 集団討論……資質・能力・適性等に関する資料を得るため、与えられたテーマについて、個人の意見

発表と集団討論を行う。 

② 個人面接……資質・能力・適性等に関する資料を得るため、個人面接を行う。 

③ 実技試験……教科の技能に関する資料を得るため、実技試験を行う。 

校種等 実 技 試 験 

中 学 校 

高等学校 

音 楽 

演奏①（「ピアノ」又は「声楽」のいずれかを選択し、暗譜で演奏する。「ピ

アノ」を選択する場合は、ソナチネアルバム又はソナタアルバムに掲載されて

いるソナチネ又はソナタのうち 1 曲を選択し、その第１楽章を繰り返し無しで

ピアノ演奏する。「声楽」を選択する場合は、次の３曲※１の中から１曲を選

択し、原語で歌唱する。）、演奏②（中学校学習指導要領で示されている歌唱

共通教材のうち、次の３曲※２の中から当日指定された１曲をピアノ伴奏しな

がら歌う。なお、楽譜は各自が持参すること｡）、旋律聴音 

美 術 デッサン（四つ切り画用紙使用） 

書 道 

毛筆による古典臨書（漢字（半紙））、毛筆による古筆臨書（仮名（半

紙））、毛筆による創作（漢字の書（半切）・漢字仮名交じりの書（半切）・

仮名の書（半紙）の散らし書き作品）、硬筆による生活の中の書（硬筆による

横書きの掲示文（Ｂ４用紙）） 

保 健 

体 育 

器械運動（マット運動)、球技（バスケットボール又はバレーボールのいずれ

かを選択)、ダンス、武道（柔道又は剣道のいずれかを選択) 

家 庭 被服（手縫い及びミシン縫いによる被服製作）、食物（日常食の調理) 

英 語 リスニング、スピーキング、リーディング 

特別支援学校 中学校・高等学校と同じ 

    ※１ Caro mio ben（作詞者不詳／Giordani 作曲） 

       Heidenröslein（Goethe 原詩／Schubert 作曲） 

       椰子の実（島崎藤村作詞／大中寅二作曲） 

    ※２ 夏の思い出（江間章子作詞／中田喜直作曲） 

       花の街（江間章子作詞／團伊玖磨作曲） 

       浜辺の歌（林古溪作詞／成田為三作曲） 
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⑷ 試験会場及び集合時間等 

第一次試験通過者宛て通知に記載します。 

⑸ 当日持参すべき物 

① 第一次試験結果通知書 

② 筆記用具 

③ 上履･靴袋 

④ 昼食 

⑤ 実技用具 中学校・高等学校・特別支援学校（中学部・高等部） 

・音楽……楽譜（演奏②用各１部）、旋律聴音に必要な鉛筆等 

・美術……デッサンに必要な鉛筆等 

・書道……書道用具一式（用紙及び毛氈を除く。）､フェルトペン（ペン先が円すい形

で、線の太さが 1.5mm～2.0mm 程度のもので、油性又は顔料系のものに限

る。）、定規 

・保健体育……運動できる服装（20 ㎝×20 ㎝の大きさの白布に受験番号を黒のマジッ

クで記入し、胸と背に縫いつけたもの)、運動靴（屋内用)、柔道衣

（柔道選択者）、竹刀（剣道選択者） 

・家庭……白衣又はかっぽう着、三角きん、手ふき（被服実技試験では、会場で用意

した裁縫用具を使用すること。） 

⑹ 当日受付で提出すべき物（①の封筒に②～④を入れて提出してください。） 

① 最終結果通知用封筒１部（角形２号） 

※ 必ずのり付き封筒（両面テープを貼付した封筒も可）としてください。 

※ 封筒には 180 円分の切手を貼り、表面に「親展」と朱書きした上で、郵便番号・住所・氏名

（「様」も記入する。）と左下に受験校種、教科（科目）及び受験番号を記入してください。 

② 所有する全ての普通免許状の写し（コピー）（Ａ４判、免許状を更新した者は、更新講習修了確認証

明書の写しを併せて提出）又は教員免許状授与証明書又は在学中の大学が発行する教員免許状取得見

込証明書（社会人特別選考受験者で普通免許状を有しない者を除く。） 

・ 聴講又は通信教育を受けていて教員免許状取得見込証明書を提出できない者は、受講証明書(届)

又は学習状況一覧表等を提出してください。 

・ 改姓等により、普通免許状と氏名が異なる場合は、戸籍抄本を提出して

ください。 

③ 司書教諭修了証書（取得見込者は、県教育委員会ホームページから『司書

教諭講習修了証書』取得見込証明書をダウンロードし、大学等の証明を受け

た上で、提出してください。） 

④ 最終卒業学校の卒業証明書又は卒業見込証明書 

 ※ 現に本県公立学校の教諭、養護教諭又は栄養士の職にある者は、卒業証明書の提出は不要です。 

⑺ 結果の通知 

令和８年９月 30 日(水)（予定）に第二次試験受験者宛て通知するとともに、県教育委員会ホームペー

ジに採用候補者の受験番号を掲載します。 

    また、受験校種・教科（科目）ごとの集団討論、個人面接及び実技試験のそれぞれのランク並びに総合

ランクを各受験者宛て通知に記載するため、試験結果の口頭による開示は行いません。 

  

(県教育委員会ホームページ) 
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Ⅵ 小学校・中学校・高等学校と特別支援学校との併願 

  志願者は、一つの校種等・教科（科目）に限って出願できますが、以下のいずれかに該当する場合で、出願

時に併願希望「あり」を選択した場合に限り、併願を認めます。 

 ・ 小学校又は特別支援学校小学部の志願者は、第二志望としてそれぞれ特別支援学校小学部又は小学校を併

願できます。 

 ・ 中学校又は特別支援学校中学部の志願者は、同一教科を受験する場合に限り、第二志望としてそれぞれ特

別支援学校中学部又は中学校を併願できます。 

 ・ 高等学校又は特別支援学校高等部の志願者は、同一教科（科目）を受験する場合に限り、第二志望として

それぞれ特別支援学校高等部又は高等学校を併願できます。 

 

１ 第一次試験筆記試験「特別支援教育に関する事項」の受験  

併願希望者は、受験を必須とします。 

 

２ 選考の進め方 

   併願受験者の選考（第一次試験・第二次試験）について、第一志望の校種・教科（科目）で通過とならな

い者は、第二志望の校種・教科（科目）で通過見込数に達していない場合に限り、第二志望の校種・教科

（科目）において再度選考を行います。 

   第一次試験を第二志望の校種・教科（科目）で通過した者は、第二次試験では第二志望の校種・教科（科

目）の受験者として選考します。 

   第二次試験を第二志望の校種・教科（科目）で通過した場合は第二志望の校種・教科（科目）による採用

候補者となります。 

※ 採用後は原則として、採用された校種において異動することとなります。 
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Ⅶ 特別選考 

 １ 受験資格等 

   特別選考は次の区分において実施し、一般選考とは別に選考します。 

   ２ページⅢの受験資格に加え、次の受験資格を満たす者が受験できます。 

  ※ スポーツ特別選考、障がい者特別選考、社会人特別選考については、次の受験資格を満たす場合で

も、特別選考によらず、一般選考により受験することができます。 

    ただし、社会人特別選考の受験資格について、受験する教科（科目）に相当する高等学校教諭普通免

許状を有しない者は除きます。 

 ２ 出願方法 

   ２ページⅣに示したとおりとします。なお、２ページⅣ−２⑴の提出書類の他に、次

の書類を提出してください。 

   また、スポーツ特別選考調書、障がい者特別選考調書、幼稚園教諭特別選考調書及び

職歴証明書は、県教育委員会ホームページからダウンロードしてください。 

３ 選考試験の内容 

 次に示す事項以外は、４～９ページⅤの一般選考試験の内容に示したとおりとします。 

４ 受験票の作成及び結果の通知 

   受験票の作成及び結果の通知は、一般選考と同様です。 

 

区分 内容 

スポーツ 

特別選考 

校 種 等 ・ 

教科（科目） 
一般選考と同じ 

受験資格 

 国民体育（スポーツ）大会の正式・特別競技、全国中学校体育大会及び全国

高等学校総合体育大会の競技種目において、令和３年４月１日以降、以下のい

ずれかの実績を有する者 

１ 国際的又は全国的規模の大会（高校生以下を対象とした大会を除く。）で優

秀な実績を有する者（例えば、オリンピック競技大会等に日本代表として出

場した者又は日本選手権大会等において上位入賞の実績を有する者） 

２ 上記１の者を指導育成した実績（中学生又は高校生を対象とした国際的又は

全国的規模の大会の実績を含む。）を有する者 

提出書類 

１ スポーツ特別選考調書 

２ 書類審査結果通知用封筒１部（長形３号・110 円分の切手を貼付） 

７ページⅤ−１⑼と同様に作成し、提出してください。 

３ 実績証明書（客観的に実績を証明できるもの。例えば賞状や新聞記事の写

し、団体競技の場合は受験者本人の成績が分かるメンバー表等） 

※ 実績証明書はＡ４判とします。(Ａ４判以外のものについては、拡大又は

縮小して必ずＡ４判により提出してください。） 

試験内容 

第一次試験 

(書類審査) 

 国民体育（スポーツ）大会等の競技種目において優秀な実績を有

する者であるかなど、出願書類により審査します。 

 書類審査の結果は､令和８年５月 25 日(月) (予定)に各出願者宛て

通知します。 

第一次試験 

(面接審査) 

実施日：令和８年６月７日（日） 

 書類審査の結果、面接審査の対象となった者について、国民体育

大会等の競技種目において優秀な実績を有する者であるかなどにつ

いて確認するとともに、資質・能力・適性等に関する資料を得るた

め、青森市内の会場で面接審査を行います。 

 面接審査の結果は、令和８年６月 19 日(金)(予定)に各面接審査対

象者宛て通知します。 

第二次試験 

(最終選考） 

実施日：令和８年８月 29 日(土)、30 日(日) 

 面接審査の結果、最終選考の対象となった者について、一般選考

の第二次試験と同じ内容の試験を行います。 

 なお、中学校、高等学校又は特別支援学校（中学部・高等部）の

「保健体育」受験者は実技試験の全部を免除します。 

(県教育委員会ホームページ) 
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区分 内容 

スポーツ 

特別選考 
その他 

書類審査の結果、面接審査の対象とならなかった者又は面接審査の結果、最終

選考の対象とならなかった者は､一般選考の第一次試験を受験することができま

す。なお、該当する者には各審査の結果通知に第一次試験の受験票を同封しま

す。また、５ページＶ−１⑸の条件を満たす場合、第一次試験の一部又は全部が

免除されます。 

 面接審査を通過した者は、調書を令和８年７月 13 日(月)までに３ページⅣ−４

の提出先へ郵送してください。 

障がい者 

特別選考 

校 種 等 ・ 

教科（科目） 
一般選考と同じ 

受験資格 

 以下のいずれかの障がい種に応じた手帳の交付を受けている者 

１ 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条に規定する身体障害

者手帳の交付を受けている者 

２ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第

45 条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

３ 療育手帳制度要綱（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号）に規定する

療育手帳の交付を受けている者 

提出書類 障がい者特別選考調書（障がい種に応じた手帳の写しを貼付してください。） 

試験内容 

一般選考と同じ 

※ 障がいの種類や程度により受験する際に配慮が必要な場合には、障がい者特

別選考調書により申し出てください。 

社 会 人 

特別選考 

校 種 等 ・ 

教科（科目） 

高等学校教諭英語 

高等学校教諭水産（海洋生産） 

受験資格 

１ 民間企業等に、正職員として、令和８年５月 31 日までに３年以上の勤務経

験を有する者（私立学校教員や専門学校講師などとして教育に関連する事業等

に従事する期間を除く。） 

２ 出願時に以下の資格等を有する者 

⑴ 高等学校英語の受験者 

実用英語技能検定試験１級、TOEIC 860 点以上、TOEFL PBT 600 点以上

（CBT 250 点以上、iBT 100 点以上）のいずれか。 

⑵ 高等学校水産（海洋生産）の受験者 

三級海技士（航海）の海技免状 

３ 受験する教科（科目）に相当する高等学校教諭普通免許状を有しない場合

は、上記１、２に加え、特別免許状の取得要件及び以下の要件を満たす者 

⑴ 高等学校英語の受験者 

出願時に３年以上英語に関連する業務又は英語を使用する業務の実務経験

を有すること。 

⑵ 高等学校水産(海洋生産)の受験者 

出願時に３年以上漁船又は商船の乗船履歴を有すること。 

提出書類 

１ 資格証明書の写し（たとえば、実用英語検定試験合格証明書、TOEIC や

TOEFL のスコアシート、三級海技士（航海）の海技免状等の写し） 

２ 普通免許状を有しない場合は、業務の実務経験又は乗船履歴を証明するもの 

 ※ 資格証明書の写しはＡ４判とします。(Ａ４判以外のものについては、拡

大又は縮小して提出してください。） 

３ 職歴証明書 

試験内容 

第一次試験 

(面接審査) 

令和８年７月 11 日（土）に青森市内の会場で実施します。 

後日指定された時刻までに集合してください｡ 

第二次試験 一般選考と同じ 

その他 

 社会人特別選考の採用候補者のうち、当該教科に係る普通免許状を有しない者

は、特別免許状の申請をし、取得する必要があります。 

なお、特別免許状は、18 歳未満の者、高等学校を卒業しない者（高卒認定試

験合格者を除く。）には授与されません。 
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区分 内容 

幼稚園教諭 

特別選考 

校 種 等 ・ 

教科（科目） 

小学校教諭 

特別支援学校小学部教諭 

受験資格 

１ 幼稚園等（特別支援学校幼稚部及び幼保連携型認定こども園を含む。）に、

正規の教諭（主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭

を除く。）、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭を含む。）と

して、令和８年５月 31 日までに３年以上の勤務経験を有する者 

２ 出願時に幼稚園教諭普通免許状を有すること。 

提出書類 
１ 幼稚園教諭特別選考調書 

２ 職歴証明書 

試験内容 

第一次試験 

(面接審査) 

令和８年７月 11 日（土）に青森市内の会場で面接審査を実施しま

す。 

後日指定された時刻までに集合してください｡ 

第二次試験 一般選考と同じ 

その他 

 幼稚園教諭特別選考の出願者で小学校教諭普通免許状を有していない者は、採

用延期後３年以内に当該普通免許状を取得する必要があります。（採用延期につ

いては、14 ページⅨ-３⑵参照） 

大学３年生 

特別選考 

校 種 等 ・ 

教科（科目） 
一般選考と同じ 

受験資格 

１ 令和８年５月 11 日現在で４年制大学の３年生に在学中の者 

２ 令和 10 年４月１日までに受験する校種等・教科（科目）の普通免許状を取

得する見込みの者 

３ 令和 10 年度青森県公立学校教員となる意志のある者 

提出書類 学生証の写し又は在学証明書 

試験内容 

一般選考と同様に、第一次試験を実施します。 

一定の基準に達した者は、令和９年度実施の教員採用試験において、同一校種

等・教科（科目）を受験する場合、前年度教員採用試験の第一次試験通過者とし

て第一次試験を免除します。 

その他  第一次試験の免除、加点措置及び校種の併願は対象外となります。  

 

Ⅷ 選 考 方 法 

  一般選考及び特別選考に関する事務を適正かつ円滑に行うための「選考委員会」を

教育庁内に設置し、第一次試験及び第二次試験後に選考を行います。 

なお、第一次試験及び第二次試験のそれぞれについて、選考基準及び評価基準を

県教育委員会ホームページに掲載します。 

 

Ⅸ 採 用 に つ い て 

１ 採用年月日 

  令和９年４月１日付け（採用に当たり、令和９年１月（予定）に採用内定者面接を行う予定です。） 

 

２ 給  与 

⑴ 初任給（給料＋教職調整額＋教員特別手当）    （令和８年３月１日現在） 

修士 大 学 卒 
短大卒 

(小・中学校) 

短大卒 

(県立学校) 

297,990 円 280,470 円 262,525 円 257,700 円 

⑵ 各種手当……通勤手当、扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が条例に基づき支給されます。 

          ※ 特別支援学校に勤務する者には、特別支援教育手当が支給されます。  

(県教育委員会ホームページ) 



− 14 − 

３ 採用の延期 

⑴ 教職大学院進学予定者及び在学中の採用候補者 

令和９年度青森県公立学校教員採用候補者となった者のうち、国内の教職大学院へ進学する予定、又は

在学中 (教職大学院１年生) の者については、教職大学院を修了し、かつ合格した出願区分の校種・教科

（科目）の専修免許状（特別支援学校教諭の採用候補者については、特別支援学校教諭専修免許状も可）

を取得することを条件に、最長２年間（在学中の者は１年間）採用を延期できます。 

延期を希望する採用候補者は、｢採用延期願」(９月下旬（予定）に県教育委員会ホームページに掲載）

及び「大学院合格通知書の写し」又は「大学院在学証明書」を令和８年 12 月 11日(金)(必着)までに教職

員課小中学校人事グループへ提出してください。 

※ 期限までに「大学院合格通知書の写し」を提出することができない場合は、教職員課小中学校人事グ

ループへ連絡してください。延長期間内に、教職大学院を修了及び合格した出願区分の校種・教科（科

目）の専修免許状を取得できない場合は、採用候補者としての資格を有していないものとみなし、採用

資格を失うこととなります｡ 

 

⑵ 幼稚園教諭普通免許状保有者及び中学校教諭普通免許状保有者に係る小学校教諭又は特別支援学校小学

部教諭の採用候補者 

幼稚園教諭普通免許状保有者及び中学校教諭普通免許状保有者に係る小学校教諭又は特別支援学校小学

部教諭の採用候補者となった者のうち、小学校教諭普通免許状を有していない者については、小学校教諭

普通免許状の取得後、正式採用となります。なお、最長３年間採用を延期できます。（延長期間内は、青

森県公立小学校又は特別支援学校小学部の臨時講師として勤務することができます。） 

延期を希望する採用候補者は、「採用延期願」（９月下旬（予定）に県教育委

員会ホームページに掲載）を令和８年 10 月 30 日(金)（必着）までに教職員課

小中学校人事グループへ提出してください。延長期間内に、小学校教諭普通免

許状を取得できない場合は、採用候補者としての資格を有していないものとみ

なし、採用資格を失うこととなります｡ 

 

Ⅹ 留 意 事 項 

１ 身体等の事情により、受験に際して特に配慮を必要とする者は、出願時に電話、文書等で申し出てくださ

い。（障がい者特別選考の出願者は、障がい者特別選考調書により申し出てください。） 

２ 健康上の理由により、実技試験を受験できない者は、３ページⅣ−４の問合せ先に文書で申し出てくださ

い。 

３ 会場敷地内は全面禁煙です。 

４ 各試験会場（県立高校）及びその周辺への駐車は固く禁止するので、バス等の公共交通機関を利用してく

ださい。 

  ただし、公共交通機関の事情により、第一次試験の第１会場（青森県総合学校教育センター）のみ自家用

車の利用及び会場への駐車が可能です。 

なお、試験当日は、混雑が予想されるので十分注意してください。 

５ 都道府県会館での第一次試験の受験について、試験当日の入口は、１階正面入口のみとなっているので、

注意してください。 

６ 県教育委員会では、試験結果について、要項に定める受験者への通知及びホームページによる受験番号の

公表以外は行いません。電話等でのお問合せには回答しません。 

７ 試験会場までの主な交通機関 

⑴ 第一次試験会場 

青森県総合学校教育センター ＪＲ東日本・青い森鉄道青森駅前から青森市営バス学校教育センター行学校教育 

センター前下車 

    青 森 商 業 高 校 青い森鉄道小柳駅から徒歩約 15 分 

    青 森 工 業 高 校 青い森鉄道野内駅から徒歩約５分 

    都 道 府 県 会 館 東京メトロ有楽町線・半蔵門線永田町駅５番出口から徒歩約３分 

⑵ 第二次試験会場 

青 森 高 校 青い森鉄道筒井駅から徒歩約５分 

青 森 西 高 校 ＪＲ東日本新青森駅から徒歩約 10 分 

青 森 中 央 高 校 ＪＲ東日本・青い森鉄道青森駅前から青森市営バス浜田循環線中央高校前下車、

徒歩約３分 

  

(県教育委員会ホームページ) 
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(県教育委員会ホームページ) 

青森県公立学校 

臨時的任用職員・

会計年度任用職員

募集案内 

(教員採用公式Ｘ) 

 

 ８ 自然災害等による選考試験に関わる緊急対応について、県教育委員会

ホームページや県の教員採用公式Ｘに掲載する場合がありますので、受

験者はこまめにチェックしてください。 

 

Ⅺ 参 考 事 項 

１ 過去に実施した集団討論のテーマについては、県教育委員会ホームページに掲載しております。 

 

２ 弘前大学教育学部地域志向教員枠入試導入に係る教員採用試験における取扱い 

令和 13 年度（令和 12 年度実施）青森県公立学校教員採用候補者選考試験より、弘前大学教育学部に地域

志向教員枠で入学し、「地域」を志向した副専攻プログラムを修了し、大学が推薦する者については、小学

校教諭の第一次試験における一般・教職教養試験を免除することとします。 

詳細については、令和 13 年度（令和 12 年度実施）青森県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項にお

いて公表する予定です。 

 

３ 過去３年間の採用試験の状況（スポーツ特別選考面接審査通過者は受験者数から除く。） 

校 種 等 
受 験 者 数 採用候補者数 最終競争率 

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

小 学 校 155 175 172 135 140 149 1.1 1.3 1.2 

中 学 校 341 297 273 99 107 110 3.4 2.8 2.5 

高 等 学 校 319 265 280 29 39 63 11.0 6.8 4.4 

特別支援学校 115 98 81 41 35 35 2.8 2.8 2.3 

養 護 教 諭 86 92 84 11 13 8 7.8 7.1 10.5 

栄 養 教 諭 18 13 10 1 1 1 18.0 13.0 10.0 

合 計 1,034 940 900 316 335 366 3.3 2.8 2.5 

 

講師・非常勤講師・養護助教諭等の募集について 

   県内の公立学校において、講師（任期付・臨時）及び非常勤講師等を随時募集

しております。 

詳細については、県教育委員会ホームページをご覧ください。 

（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/rinjitekininyouboshuu.html） 

 

【参考】給料の例（給料＋教職調整額＋教員特別手当）          （令和８年３月１日現在） 

職 種 校 種 最終学歴 号 給 月 額 

講師 小学校 大卒 教育職給料表（二）1 級 25 号給 274,905 円 

養護助教諭 高等学校 大卒 教育職給料表（一）1 級 25 号給 274,905 円 

 

 

 


